
  

 

 

民生教育常任委員会会議録 

    

１ 日 時       令和７年２月２６日（水） 

   午前９時５０分～午前１１時１１分 

       

２ 場 所       第３委員会室 

    

３ 出 席 委 員       委 員 長 小野寺美穂 副委員長 大 友 康 信 

   委  員 阿 部 正 義 委  員 佐藤さやか 

   委  員 佐 藤 繁 樹 委  員 熊 谷 克 彦 

   委  員 長 南 良 彦   

       

４ 欠 席 委 員       な  し    

       

５ 説明のため  な  し   

 出席をした     

 者の職氏名     

      

６ 事務局職員  主  事 髙 橋 桃 花   

      

７ 付 議 事 件    

 （１）所管事務及び予算関連事業箇所等の現地調査について 

 （２）議会案第１号 訪問介護報酬の引下げ撤回と介護報酬の引

上げの再改定を早急に行うことを求める意

見書 

 （３）令和７年度 年間活動計画について 
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午前 ９時５０分 開 会 

○委員長（小野寺美穂） 出席委員は定足数に達しておりますので、委員会条

例第14条の規定により委員会は成立いたしました。 

ただいまから、民生教育常任委員会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 本日の会議に係る資料を、お手元に配付しておきましたので、御了承願いま

す。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

初めに、付議事件の（１）所管事務及び予算関連事業箇所等の現地調査につ

いてを議題といたします。 

 これより現地調査を行ってまいります。 

現地調査終了まで、休憩いたします。 

午前 ９時５０分 休 憩 

午前１０時５７分 再 開 

○委員長（小野寺美穂） 再開いたします。 

 次に、付議事件の（２）議会案第１号 訪問介護報酬の引下げ撤回と介護報

酬の引上げの再改定を早急に行うことを求める意見書を議題といたします。 

 これより、委員各位より御意見をお伺いします。 

 休憩をして進めてまいります。暫時休憩いたします。 

午前１０時５７分 休 憩 

＊休憩中の要旨 

各委員から本議会案に対する意見の聴取を行った。 

・趣旨のとおりであると考える。遠方の訪問介護利用者に対応しているヘル

パーの現状に見合った訪問介護の報酬とするべき。 

・地方の実情を考えると、まったく趣旨のとおりであると考える。 

・今後の介護保険制度のことを考え、利用者の不安を払拭するためにも、早

急な対応を求めるべき。 

 ・喫緊の課題である介護報酬の引上げについて、早急に要望すべき。 
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     午前１１時３分 再 開 

○委員長（小野寺美穂） 再開いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております議会案第１号につきまし

ては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小野寺美穂） 御異議なしと認めます。 

よって、議会案第１号につきましては、討論を省略し、直ちに採決すること

に決しました。 

これより、議会案第１号訪問介護報酬の引下げ撤回と介護報酬の引上げの再

改定を早急に行うことを求める意見書を採決いたします。 

本案を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇委員長（小野寺美穂） 起立全員であります。 

 よって、議会案第１号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 この際、お諮りいたします。議会案第１号に対する委員会審査報告書の作成

につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（小野寺美穂） 御異議なしと認めます。よって、そのように決しま

した。 

 次に、付議事件の（３）令和７年度 年間活動計画についてを議題といたし

ます。 

 まず、お手元に配付しております資料について、書記より説明をいたさせま

す。 

〇書記（髙橋桃花） 〔資料に基づき説明をなした〕 

〇委員長（小野寺美穂） ただいま書記より説明いたさせましたが、委員各位

より御意見を伺いたいと思います。 

休憩をして進めてまいります。暫時休憩いたします。 

午前１１時５分 休 憩 
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＊休憩中の要旨 

・委員会調査報告書を作成する担当委員を、２ 委員会調査経過は大友副委

員長に、３ 調査事項の検討結果は熊谷委員に割り振りした。作成の締切

りは３月10日月曜日午前10時とした。 

・政策提言書案及び委員会調査報告書案については、３月14日金曜日、財務

常任委員会終了後に委員会を開催し、協議することとした。 

・議会広報特別委員会委員長より依頼のあった、議会だよりに掲載する政策

提言についての原稿の作成については、委員長に一任することとした。 

     午前１１時１１分 再 開 

〇委員長（小野寺美穂） 再開いたします。 

 お諮りいたします。 

令和７年度年間活動計画については、休憩中の協議のとおりとしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（小野寺美穂） 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

以上で本日の付議事件は全て終了いたしました。 

なお、次回委員会の招集通知は、改めて行いません。 

３月６日木曜日、午前10時に開会いたしますので、議員協議会室に御参集い

ただきますようお願いいたします。 

 本日の委員会はこれにて散会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

     午前１１時１１分 散 会 

 

令和７年２月２６日 

民生教育常任委員会 

 委員長 小野寺 美穂 


